
観光分野における「ワクチン・検査パッケージ」に関する技術実証の対象案件として、旅

行会社が実施するツアー38 件を選定しました。 
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観光分野における「ワクチン・検査パッケージ」に関する技術実証を実施します！ 

～対象案件を選定～ 

 

   

 

 

先月 28 日の政府「新型コロナウイルス感染症対策本部」において決定された「新型コロナウ

イルス感染症に関する今後の取組」において、感染対策と日常生活の両立を図っていくため、ワ

クチン・検査パッケージの実務的な運用や効果を確認するべく、飲食、イベント、旅行の各分野

で必要な技術実証を行うことが決定されたところです。 

これを踏まえ、観光分野における技術実証として、旅行会社が実施するツアーや宿泊施設を対

象に、感染防止対策を継続した上で、ワクチン接種歴の確認や事前の検査のオペレーション等を

検証することとしています。 

この度、観光分野における技術実証の対象として、旅行会社 11 社が実施するツアー38 件を選

定しました。 

詳細は別紙一覧の通りです。 

なお、今後も案件の追加・公表を予定しています。 

 

※ 技術実証の概要 

旅行会社が実施するツアー・宿泊施設において、ワクチン接種履歴の確認や事前の検査

オペレーション等を検証するとともに、事業者及び旅行者に対するアンケート調査等を

実施 
 

 

 

 
 


